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（１）改定事項と概要 
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（２）平成２７年度介護報酬改定の概要 

 

① 基本報酬の見直しと個別リハビリテーション実施加算の包括化 

長期間継続して実施される個別リハビリテーションの評価の一部の基本報

酬への包括化も含め、基本報酬を以下の通り見直す。 

 

包括化した基本報酬の設定 

個別リハビリテーション実施加算 

80 単位/回         短期集中個別リハビリテーション 

実施加算として見直し 

 

【例】通常規模型通所リハビリテーション費(所要時間 6 時間以上 8 時間未満

の場合) 

要介護 1     6 7 7 単位/日            7 2 6 単位/日 

要介護 2     8 2 9 単位/日            8 7 5 単位/日 

要介護 3     9 7 9 単位/日         1 , 0 2 2 単位/日 

要介護 4  1 , 1 3 2 単位/日         1 , 1 7 3 単位/日 

要介護 5  1 , 2 8 3 単位/日         1 , 3 2 1 単位/日 

 

※ 処遇改善加算の新しい加算率 

加算（Ⅰ）：3.4％ 

加算（Ⅱ）：1.9％ 

 

② リハビリテーションマネジメントの強化 

適宜適切でより効果の高いリハビリテーションを実現するために、リハビリ

テーション計画書（様式）の充実や計画の策定と活用等のプロセス管理の充実、

介護支援専門員や他のサービス事業所を交えた「リハビリテーション会議」の

実施と情報共有の仕組みの充実を評価する。また、訪問指導等加算は、リハビ

リテーションマネジメントのプロセスとして一体的に評価する。 

 

リハビリテーションマネジメント加算     リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 

230 単位/月                           230 単位/月 

 

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 

（新設）                 開始月から 6 月以内 1,020 単位/月 

開始月から 6 月超     700 単位/月 
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訪問指導等加算               リハビリテーションマネジメント 

550 単位/回（月 1 回を限度）        加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)に統合する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 算定要件等 

○ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 

 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該

計画を見直していること。 

(2) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに

該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上

の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。 

(3) 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハ

ビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始し

た日から起算して 1 月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検

査、作業能力検査等を行っていること。 
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○ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 

 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な

見地から利用者の状況等に関する情報を、構成員（会議の構成員である医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画

に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者）と共有し、当該

リハビリテーション会議の内容を記録すること。 

(2) 通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説

明し、利用者の同意を得ること。 

(3) 通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属

する月から起算して 6 月以内の場合にあっては 1 月に 1 回以上、6 月を超え

た場合にあっては 3 月に 1 回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者

の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。 

(4) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、

介護支援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び

日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 

(5) 以下のいずれかに適合すること。 

① 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅

サービス事業に該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの

利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専

門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する

助言を行うこと。 

② 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対

し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこ

と。 

(6) (1)から(5)までに適合することを確認し、記録すること。 
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③ 短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算

の見直し 

退院（所）後間もない者に対する身体機能の回復を目的とした短期集中リハ

ビリテーション実施加算と身体機能の回復を目的とした個別リハビリテーシ

ョン実施加算を統合し、短期集中個別リハビリテーション実施加算として見直

す。 

 

退院（所）日又は認定日から起算して 

１月以内 120 単位/日            退院（所）日又は 

退院（所）日又は認定日から起算して      認定日から起算して 

１月超３月以内 60 単位/日          3 月以内 110 単位/日 

個別リハビリテーション実施加算 

80 単位/回 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 認知症短期集中リハビリテーションの充実 

認知症高齢者には個別のリハビリテーションよりも状況が理解されやすい

集団活動や何をするのかイメージされやすい活動や参加へのアプローチが導

入しやすいため、認知症の状態に合わせた効果的な方法や介入頻度・時間を選

択できる新たな報酬体系を追加する。 

 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算(Ⅰ) 

退院（所）日又は通所開始日から    退院（所）日又は通所開始日から 

起算して 3 月以内 240 単位/日    起算して 3 月以内 240 単位/日 

 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算(Ⅱ) 

（新設）               退院（所）日又は通所開始日の 

属する月から起算して 3 月以内  

1,920 単位/月 

 

※ 算定要件等 

○ 個別にリハビリテーションを実施すること。 

○ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーショ

ン実施加算を算定している場合は、算定しない。 

○ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又

は(Ⅱ)を算定していること。 
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⑤ 活動と参加に焦点を当てた新たな評価体系の導入 

ADL・IADL、社会参加などの生活行為の向上に焦点を当てた新たな生活行

為向上リハビリテーションとして、居宅などの実際の生活場面における具体的

な指導などにおいて、訪問と通所を組み合わせることが可能となるような新た

な報酬体系を導入する。 

 

生活行為向上リハビリテーション実施加算（新設） 

開始月から起算して 3 月以内の期間に行われた場合 2,000 単位/月 

開始月から起算して3 月超6 月以内の期間に行われた場合 1,000 単位/月 

 

 

 

 

 

 

※ 算定要件等 

○ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 1 週間に 2 日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。 

(2) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)

又は(Ⅱ)を算定していること。 

 

○ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 1 月に 4 回以上リハビリテーションを実施すること。 

(2) リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リ

ハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを

実施すること。 

(3) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)

を算定していること。 

 

○ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)と認知症短期集中リハビリテ

ーション実施加算(Ⅱ)は、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行

為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は、算定しない。 
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⑥ 生活行為向上リハビリテーション実施加算の実施後に通所リハビリテーシ

ョンを継続した場合の減算（新設） 

生活行為向上リハビリテーションの提供終了後の翌月から６月間に限り１

日につき所定単位数の 100 分の 15 に相当する単位数を所定単位数から減

算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 算定要件等 

○ 指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目

標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーショ

ン実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対してリハビリテーションを計画的に

行い、指定通所リハビリテーションの利用者の有する能力の向上を支援した場合

には加算する。 

 

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業

療法士又は生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若し

くは言語聴覚士が配置されていること。 

(2) 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテ

ーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション

実施計画をあらかじめ定めて、リハビリテーションを提供すること。 

(3) 当該計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハ

ビリテーションの提供を終了した日前１月以内に、リハビリテーション会議を開

催し、リハビリテーションの目標の達成状況及び実施結果を報告すること。 

(4) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)

を算定していること。 

 

○ ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビ

リテーション実施加算を算定している場合は、算定しない。 

※ 算定要件等 

○ 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当該加算を算定するため

に作成したリハビリテーション実施計画書で定めた実施期間の翌月以降に、同一の

利用者に対して、指定通所リハビリテーションを行った場合は、６月間に限り減算

する。 
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⑦ 社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価 

通所リハビリテーションの利用により ADL・IADL が向上し、社会参加を

維持できる他のサービス等に移行できるなど、質の高い通所リハビリテーショ

ンを提供する事業所の体制を評価する。 

 

社会参加支援加算（新規） ⇒ 12 単位/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 重度者対応機能の評価 

中重度要介護者を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを提

供するため、看護職員又は介護職員を指定基準よりも常勤換算方法で１以上加

配している事業所について、加算として評価する。 

 

※ 算定要件等 

○ 指定通所リハビリテーション事業所において、評価対象期間（別に厚生労働大

臣が定める期間をいう。以下同じ。）の次の年度内に限り 1 日につき 12 単位

を所定の単位数に加算する。 

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者（生活

行為向上リハビリテーション実施加算を算定した者を除く。）のうち、指定通所

介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取組を実施

した者の占める割合が 100 分の 5 を超えていること。 

(2) 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算

して 14 日以降 44 日以内に、指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、

リハビリテーションの提供を終了した者に対して、その居宅を訪問すること又は

介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けることにより、指

定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取組

の実施状況が、居宅訪問等をした日から起算して、3 月以上継続する見込みであ

ることを確認し、記録していること。 

○ 12 月を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除

して得た数が 100 分の 25 以上であること。 

 

※ 厚生労働大臣が定める期間 

  社会参加支援加算を算定する年度の初日に属する年の前年の 1 月から

12 月までの期間 
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中重度者ケア体制加算（新設） ⇒ 20 単位／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 重度療養管理加算の拡大 

重度療養管理加算については、要件を見直し、加算の対象者を拡大する。 

重度療養管理加算 ⇒ 算定要件の見直し 

 

 

 

 

 

【訪問系・通所系サービス共通】 

① リハビリテーションの基本理念 

リハビリテーションは「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持・

向上を図るものでなければならないことについて、訪問・通所リハビリテーシ

ョンに関する基本方針に規定する（訪問看護、通所介護、認知症対応型通所介

護も同様に規定する）。 

 

② 訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションを同一事業者が提供

する場合の運営の効率化 

訪問・通所リハビリテーションの両サービスを、同一事業者が提供する場合

の運営の効率化を推進するために、リハビリテーション計画、リハビリテーシ

ョンに関する利用者等の同意書、サービス実施状況の診療記録への記載等を効

果的・効率的に実施できるよう基準を見直す。 

 

 

 

 

※ 算定要件等 

○ 指定基準に定められた員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で 1 

以上確保していること。 

○ 前年度又は算定日が属する月の前 3 月間の指定通所リハビリテーション事業所

の利用者数の総数のうち、要介護 3 以上の利用者の占める割合が 100 分の 30 

以上であること。 

○ 指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテ

ーションの提供に当たる看護職員を 1 以上確保していること。 

※ 算定要件等（変更点のみ） 

○ 対象者を要介護３まで拡大する。 
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③ リハビリテーションを提供する事業者に係る運営基準 

訪問・通所リハビリテーションを提供する事業者は、介護支援専門員や各指

定居宅サービス事業所の担当者等がリハビリテーション会議の場に参画し、リ

ハビリテーションの観点から利用者主体の日常生活に着目した支援方針や目

標、計画を共有できるよう努めることとする。 

 

 

【通所系サービス共通（通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通

所介護）】 

 

① 送迎時における居宅内介助等の評価 

送迎時に実施した居宅内介助等（電気の消灯・点灯、着替え、ベッドへの移

乗、窓の施錠等）を通所介護、通所リハビリテーション又は認知症対応型通

所介護の所要時間に含めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 延長加算の見直し 

通所介護等の延長加算は、実態として通所介護事業所等の設備を利用して宿

泊する場合は算定不可とするとともに、介護者の更なる負担軽減や、仕事と介

護の両立の観点から、更に延長加算の対象範囲を拡大する。 

 

【例】通所介護における延長加算 

12 時間以上 13 時間未満（新規） ⇒ 200 単位／日 

13 時間以上 14 時間未満（新規） ⇒ 250 単位／日 

 

 

 

 

 

 

※ 算定要件等 

○ 居宅サービス計画と個別サービス計画に位置付けた上で実施するものとし、

所要時間に含めることができる時間は 30 分以内とする。 

○ 居宅内介助等を行う者は、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者等とする。 

※ 算定要件 

○ 所要時間７時間以上９時間未満の指定通所介護の前後に日常生活上の世話を

行った場合。 

○ 指定通所介護の所要時間と指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の

所要時間を通算した時間が９時間以上となるとき。 
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③ 送迎が実施されない場合の評価の見直し 

送迎を実施していない場合（利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合

等の事業所が送迎を実施していない場合）は減算の対象とする。 

 

送迎を行わない場合（新規） ⇒ △47 単位／片道 

 

【介護予防通所リハビリテーション】 

① 基本報酬の見直し 

介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについては、通所介

護と異なり、いわゆる「レスパイト機能」を有していないことから、長時間の

利用は想定されない。このため、通常規模型通所介護及び通常規模型通所リハ

ビリテーションの基本報酬の評価と整合を図り、以下のとおり基本報酬を見直

す。 

 

〈介護予防通所リハビリテーション費〉 

要支援１  ２,４３３単位／月  ⇒  １,８１２単位／月 

要支援２  ４,８７０単位／月  ⇒  ３,７１５単位／月 

 

【介護給付費算定に係る体制等に関する状況届出が必要な加算等】 

 （平成２７年４月改定に伴い一覧表において変更となった加算等） 

 （通所リハビリテーション） 

・リハビリテーションマネジメント加算 

・短期集中個別リハビリテーション実施加算 

・認知症短期集中リハビリテーション加算 

・生活行為向上リハビリテーション実施加算 

・中重度者ケア体制加算 

・社会参加支援加算 

 （介護予防通所リハビリテーション） 

・選択的サービス複数実施加算 

 （共通） 

・サービス提供体制強化加算 

・介護職員処遇改善加算 
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（３）平成２７年度運営基準の改正 

① リハビリテーションは「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維

持・向上を図るものでなければならないことについて、訪問・通所リハビリテ

ーションに関する基本方針に規定する（訪問看護、通所介護、認知症対応型通

所介護も同様）。 

（居宅基準第 75 条及び第 110 条等関係） 

 

② 通所リハビリテーションを提供する事業者は、介護支援専門員や各指定居

宅サービス事業所の担当者等がリハビリテーションカンファレンスの場に参

画し、リハビリテーションの観点から利用者主体の日常生活に着目した支援方

針や目標、計画を共有できるよう努めることとする（介護予防も同様）。 

（居宅基準第８０条及び第 114 条関係、介護予防基準第 86 条及び 

第１２５条関係） 

③ 訪問・通所リハビリテーションの両サービスを、同一事業者が提供する場

合の運営の効率化を推進するために、リハビリテーション計画、リハビリテー

ションに関する利用者等の同意書、サービス実施状況の診療記録への記載等を

効果的・効率的に実施できるよう基準を見直す（介護予防も同様）。 

（居宅基準第 81 条及び第 115 条関係、介護予防基準第 86 条及び 

第１２５条関係） 
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省

令第３７号） 

                            下線部変更箇所 

                            介護予防省略 

 

（基本方針） 

第１１０条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション（以下「指定通

所リハビリテーション」という。）の事業は、要介護状態となった場合において

も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、

作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機

能の維持回復を図るものでなければならない。 

 

（指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第１１４条（略）  

一～三（略）  

四 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催によ

り、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情

報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。 

 

（通所リハビリテーション計画の作成） 

第百十五条（略）  

２～５ （略）  

６ 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の

指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した場合に限る。）

の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境

に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテー

ションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整

合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第８１条

第１項から第４項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第１

項から第４項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
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（４）その他 

 

 

 

（通知文） 

事 務 連 絡 

平成２７年２月２７日 

 

関係事業所管理者 様 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

 

指定通所介護及び指定通所リハビリテーションにおける事業所規模 

の区分の確認について 

 

 平成２７年度の指定通所介護事業所及び指定通所リハビリテーション事業所の介護報酬

の基になる事業所規模の区分については、平成２６年度（平成２６年４月～平成２７年２月

の１１ヶ月）の１月当たりの平均利用延人員数によって決定します。（前年度の実績が６月

に満たない事業者又は前年度から２５％以上定員を変更する事業者の場合、別の算定方式と

なりますので、ご注意ください。） 

 平成２７年度も継続して事業を実施する事業所は、事業所規模の区分が変更になるかどう

かを確認し、変更になる場合は届出書を提出してください。 

 区分に変更がない場合には、提出する必要はありません。 

 

記 

 

１．提出書類 

 （１）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

 （２）介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

 （３）事業所規模算出の根拠書類（別紙１又は２参照、事業所作成の任意様式でも可） 

   ※ 平成２７年４月１日付けで事業所規模以外の変更がある場合は、事業所規模の変

更と合わせて１回で提出してください。 

２．提出期間  平成２７年４月６日（月）～平成２７年４月１５日（水） 

        （平成２７年度の報酬改定に伴う体制届等に関する届出書の提出 

期間に同じ） 

３．提出先  ○所在地が高松市である事業所 

         高松市 健康福祉局 介護保険課 相談指導係 

         電話（087）839-2326 

       ○所在地が高松市以外である事業所 

         香川県 健康福祉部 長寿社会対策課 在宅サービスグループ 

         電話（087）832-3274 

４．その他 

  事業所規模算出については、次の参考様式を掲載しますので、ご活用ください。 

   （１）別紙１ 規模別報酬計算表（通所介護） 

   （２）別紙２ 規模別報酬計算表（通所リハビリテーション） 

 

以下 略 


